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研究成果の概要（和文）： 国際連盟の時代の国際法学は、一般に、法律の万能を信じ、法の適用によって平和
を維持することを目指していたと理解されてきました。それに対する批判として、国際政治学が生まれたという
のです。しかし、実際には、当時の国際法学の中では、法の適用によって紛争を解決することの限界を指摘し、
法を変更する仕組みを作るべきだという意見が強く主張されていました。そのような批判的な国際法理論の中か
ら、国際政治学的な考え方が形成されてきた、ということを明らかにしたのが、この研究の成果です。

研究成果の概要（英文）： Doctrines of International law in the era of the League of Nations have 
been generally understood as legalism, which considered legal norms as panacea to legal problems and
 tried to settle all kinds of international disputes through application of international law. 
According to this understanding, the international politics was born as a denial of the 
international law doctrine. But in fact, one of the most influential tendencies of international law
 in the inter-war period focused its attention on the limits of legal norms in international order. 
It did not consider the application of law as panacea to international problem, but stressed the 
necessity to make the dynamic system where international disputes would be settled through change of
 legal norms. In this tendency of international law theory, the thought of international politics 
was formed. 

研究分野： 国際法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 連盟期の国際秩序構想については、国際法
学においては、武力行使禁止原則と集団安全
保障を中核とする国際連合体制が成立する
過渡期として位置づけられ、戦間期の政治
的・法理論的文脈のなかで理解するという努
力が行われてこなかった。また、国際政治学
においても、戦後アメリカ合衆国におけるリ
アリズムとリベラリズムの対抗という構図
が戦間期思想の研究に持ち込まれ、理解がゆ
がめられる傾向にあった。 
 
２．研究の目的 
 同時代の政治的・法理論的文脈のなかで、
連盟期の国際秩序構想を理解することが目
的である。そのことを通じて、戦間期におい
て非常に熱心に論じられていたにもかかわ
らず、従来の視角からはその意義が理解され
てこなかった諸問題、なかんずく「紛争の裁
判可能性」問題がどういう意味を持っていた
のかを明らかにする。そのなかで、連盟期の
国際法思想の傾向や、戦間期に生まれた国際
政治学的思考の思想史的位置づけを明らか
にする。 
 
３．研究の方法 
 戦間期の最重要問題であった紛争の裁判
可能性問題の思想史的背景、政治的背景を、
当時の文献・資料を用いて明らかにする。 
 
４．研究成果 
 本研究が明らかにした中心命題を要約す
れば次のようになる。20 世紀前半の国際法学
において、法を勢力関係の表現とみなし、勢
力関係の変動に伴って法の変更をめぐる重
大な国家間対立が生じることを重視した動
態的な国際法理論が、大きな影響力をもって
いた。それは特に、国際紛争の裁判可能性と
いう当時の重要な実践的問題において、紛争
の性質論として論じられていた。 
そして、そのような動態的国際法理論の問

題関心を正面から引き受けることによって、
status quoの維持を求める勢力とその変更を
求める勢力との対立を基軸として国際関係
を把握するモーゲンソーやカーの国際政治
学的思考が成立する。すなわち、国際政治学
的思考は、ユートピア主義的に法の万能を信
じる国際法学を外側から批判することによ
って形成されたのではなく、危機の時代にお
いて法の限界を真剣に考察する国際法学の
思索の中から生まれ出たのである。 
 本研究において探求された主要な問題は
以下のとおりである。 
 第一の問題は、国際政治学的思考の特質で
ある。＜独立の主権国家が、それぞれに自国
の国益を自律的に追求しつつも、勢力均衡の
仕組みを通じて、それなりに安定した国際秩
序を実現しうる＞という秩序構想は、戦間期
において成立した国際政治学的思考の特質
ではない。それは、むしろ、自由な個体の中

核的自己利益（自己保存）を基盤として秩序
を構想した合理主義的・自由主義的思考に親
和的なのであって、18 世紀・19 世紀の古典
的な国際法学の秩序構想を特徴づける考え
方である。相対する自律的諸力が相互の抑制
によって安定した状態を作り出すという均
衡思想もまた、近代ヨーロッパにおける秩序
構想のひとつの典型といえる 。戦間期にそ
の思想を形成したモーゲンソーやカーは、む
しろ、そのような合理主義的・自由主義的思
考に批判的な態度を取っている。 
 モーゲンソーは、フロイトの影響の下に、
自己保存を中核とする自己利益への欲求か
ら明確に区別されるところの、非合理で制御
の難しい権力欲求を基軸として国際関係を
論じる。また、彼の主著である『国際政治』
では、勢力均衡の問題点の指摘に重点が置か
れており、勢力均衡に対する極めて消極的な
評価がなされている。 
同様に、カーもまた勢力均衡による自己利

益追求の調和を信じていない。彼の『危機の
20 年』においては、「利益調和論」が、誤っ
た秩序構想として繰り返し批判されている。
これは、＜自律的な個体が、その自己利益を
追求することを通じて共同体の利益を実現
し、安定した秩序を作り出す＞という自由主
義的秩序構想への批判である。このような批
判は、主権国家がその国益追求を通じて相互
に抑制しあい、安定的な国際秩序を作り出す
という勢力均衡思想に対しても当てはまる
であろう。したがって、『危機の 20 年』にお
いて勢力均衡が全く論じられていないこと
は、カーが勢力均衡を否定的に評価している
ことを意味していると理解してよい。 
 戦間期に形成されたモーゲンソーやカー
の国際政治学的思考の特質は、法を勢力関係
の表現とみなし、勢力関係の変動に伴って、
法の現状の変更をめぐる深刻な国家間対立
が生じると考える点にある。このような秩序
構想においては、status quo の維持を図る勢
力と、その変更を求める勢力との間に、現行
法の適用によって解決できない対立が生ま
れると考えられる。そのような対立の下では、
法や倫理が、それぞれの勢力のイデオロギー
として利用されるだけではなく、「あるべき
勢力均衡」という観念自体もまた、それぞれ
の代表する勢力関係のイデオロギーとして、
対立を緩和して秩序を安定させるどころか、
むしろ、対立を激化して秩序を動揺させるも
のとして機能することとなる。 
 第二に、このような特質をもった国際政治
学的思考の思想史的位置づけが論じられた。
＜国際法は、一定の勢力関係を前提に成立し
ており、勢力関係の変動に伴って法の変更を
めぐる対立が不可避的に生じる。そして、こ
の法の変更をめぐる国家間対立は、国際法の
適用によって解決できない＞。このような動
態的紛争の考え方が発展せられたのは、国際
法学の内部においてである。1870 年に観念論
的法哲学者アドルフ・ラッソンによって提唱



された動態的国際法論は、20 世紀初頭、観念
論的傾向の強い公法・国際法学者エリヒ・カ
ウフマンによって国際法解釈論・国際法理論
のなかに取り入れられた。そもそも、国際法
諸規範が歴史的な形成物であることを認め
る以上、歴史的現実が変動してゆくに際して
いかに国際法規範が変更されるべきか、とい
う問題関心が不可避的に生じる。国際法を国
内法と同様の実定法規範体系として構成す
ることを目指す 19 世紀後半の実証主義的国
際法理論が、その問題に正面から取り組むこ
とを避けていたのに対し、カウフマンは、事
情変更原則という解釈論上の原則を手掛か
りとして、国際法における法変動の問題を正
面から検討し、国際法秩序の独自の構造を明
らかにすることを試みた。戦間期になると、
国際紛争の裁判可能性の問題と関連づけら
れて、動態的な国際法論は、強い影響力を持
つようになる。 
 法の変更をめぐる動態的紛争は法の適用
による解決になじまない、という考え方から
すれば、そのような紛争は、法の適用による
紛争解決手続である国際裁判ではなく、別種
の手続によって解決されるべきだというこ
とになる。すなわち、動態的紛争は、「非法
律的紛争」もしくは「政治的紛争」として性
格づけられ、その裁判可能性が否定される。
このように、動態的紛争を根拠として国際紛
争解決における裁判の役割、ひいては国際法
規範の役割を限定的に捉える考え方は、戦間
期において非常に有力な見解のひとつと言
ってよく、1930 年代に流行した「平和的変更
論」もまた、そのような見解の一種として位
置づけられる。 
 このような動態的な国際法論を引きつぐ
かたちで、モーゲンソーやカーの国際政治学
的思考が形成された。彼らは、古い勢力関係
に根拠をもつ status quo の維持を求める国
家と、勢力関係の変動に対応して status quo
の変更を求める国家との対立を、国際関係の
主軸に置き、 そのような対立の解決につい
て国際法や国際裁判が果たしうる役割を極
めて限定的なものとみなした。そして、勢力
状況の変動を考慮して法そのものを変更し
うるような紛争解決手続の構築を目指した
のである。 
 第三に、動態的国際法論の国際法思想史上
の位置づけと関連して、実証主義国際法学の
思想史上の位置づけの見直しが行われた。人
格間の合意の法的拘束力（pacta sunt 
servanda）を自明視する理性法の伝統と異な
り、人格間合意を法律行為として位置づける
ドイツ法実証主義においては、国家間の合意
は、それが人格間の合意であるというだけで
は法的拘束力のあるものとはみなしえない。
それゆえ、人格間合意を主体とする国際法規
範の法的効力の基礎を理論的に再構築する
必要に迫られた。その結果、生み出されたの
が、イェリネクの自己拘束論や、トリーペル
の共同意思定立論という、極めて技巧的な法

理論である。 
 動態的国際法論もまた、同様の問題状況の
中から生み出された。自然法的に仮構された
理性的国家人格の合意ではなく、現実の国家
間の合意が国際法を定立するとすれば、その
法的な効力の現実的な基盤が問われなけれ
ばならない。すなわち、各国家が、その合意
を法的に拘束力のあるものとして受け入れ
る現実的基礎とは何であるかが問題となる。
そのような現実的基礎とは、合意が取り結ば
れた時点での勢力関係や利益状況であろう。
そうであるなら、勢力関係の変動に伴って、
合意が現実的基礎を失う。そのような状況を、
カウフマンは「事情変更原則」を手掛かりと
して分析し、国際法を動態的に把握する理論
を構築しようとした。 
実証主義国際法学と動態的国際法論の方

法的な相違は、政治状況や社会的勢力などの
「非法律学的要素」への態度にある。法実証
主義が、政治学的・社会学的要素を排除して、
実定法素材の法律学的構成に専心する傾向
を持ったのに対し、動態的国際法理論は、政
治的要素や社会的諸力の関係に強い関心を
持ち、それらを積極的に国際法学に取り入れ
ようとした。 
第四に、戦間期における動態的国際法論の

意義を検討することを通じて、戦間期の国際
法学についての理解を修正すべきことが論
じられた。連盟の下では多様な平和構想が試
みられたのであって、戦争の違法化のみが支
配的であったわけではない。国家間の紛争を
解決する実効的な仕組みを整備することに
よって戦争の原因を取り除くことや、大国に
よって構成される連盟理事会が、事案の性質
に即して柔軟に紛争解決案を提案し、その政
治的影響力を背景として当事国に受諾させ
るという、政治的調停の仕組みを発展させる
ことなどが、有力な平和構想として提唱され
ていた。 
実効的な紛争解決手続の整備を目指す平

和構想においては、紛争の性質が問題となる。
すなわち、いかなる性質をもった紛争が国際
裁判による解決に適しているか、裁判による
解決に適さない紛争についてはいかなる解
決手続を準備するべきか、という問題が、理
論的かつ実践的に意義あるものとして論じ
られたのである。そして、そのような問題を
検討するなかで、国際法の適用による紛争解
決手続としての国際裁判の限界が繰り返し
論じられ、国際紛争解決における政治的要素
の重要性や、勢力関係の変動に伴う平和的法
変更の必要性が、国際法学上の問題として議
論された。 
第五に、このような、政治的要素や勢力関

係を重視する戦間期国際法学の傾向は、法思
想史上いかに位置づけられるか、という問題
がある。この問題を考えるに当たっては、20
世紀初めの国内法において、現行の権利・義
務関係を変更する仕組みを作り出すことに
よって集団間の対立を緩和するという考え



方が重要視されていたことを想起しなけれ
ばならない。すなわち、労働法の生成・発展
のことである。 
 19 世紀終わりから 20 世紀初頭に発展する
労働は、激化する労使間の階級闘争を緩和す
るための制度である。そこでは、十分な実力
をもった労使の集団が、現行の権利・義務関
係の変更をめぐって対立していることが前
提とされている。それゆえ、厳格に法を遵守
して、現行の労働契約に規定された権利・義
務を適用するのではなく、むしろ、労使の勢
力関係の変動を背景としつつ、それら権利・
義務を変更することによって対立を緩和し、
紛争を解決することが目指される。すなわち、
厳しい階級対立の中で、暴力的・革命的な法
変更を回避するために、平和的に法を変更す
る仕組みとして、労使団体間の労働協約や労
働調停が制度化されていったのである。 
法の変更をめぐる国家間の厳しい対立状

況を緩和し、動態的紛争を解決する仕組みを
構築しようとする戦間期の国際法学者たち
は、このような労働法の経験に着目し、その
成果を国際法にも生かすべく、労働への強い
関心を示している。そして、そのような動態
的な国際法学の関心を引き継ぐモーゲンソ
ーやカーの議論にも、労働法思想との関連が
はっきりと見てとれる。モーゲンソーは、「ド
イツ労働法の父」とも言うべきジンツハイマ
ーに師事しており、法の社会的基盤を問うそ
の研究方法において、理論的にも強い影響を
受けている。また、予定調和論を根拠とする
自由放任主義のイデオロギー的性格を批判
して、勢力間の対立を法の変更によって緩和
することを説くカーの『危機の 20 年』の全
体的構成は、労働法のアナロジーと呼ぶべき
ものとなっている。 
勢力変動の中での法の役割をとらえ直そ

うとした戦間期の動態的国際法論やそれを
受け継いだ国際政治学的思考は、労働法の生
成・発展に表現される当時の法的思考、すな
わち、社会的諸力の厳しい対立の中で生じる
法変動を法秩序の中に取り込んでいこうと
する法思考の、ひとつのヴァリエイションと
いってよいだろう。 
 このような国際政治学的思考と労働法と
の関連という視点から、第六の問題が派生す
る。すなわち、国際政治学的思考の持つ政治
的傾向という問題である。そもそも、法を勢
力関係の表現とみなす思考や、社会的勢力関
係の変動に伴って法が変化するという視角
は、左派的な思考に親和的である。法を、支
配的な社会的力のイデオロギーとみなし、そ
れゆえに社会的諸力の変動ともに法もまた
変更されてゆくという思考は、リアリスト的
であるとともに、きわめて左派的であると言
ってよい。その意味では、カーだけではなく、
モーゲンソーの思想もまた、左派的な思考と
極めて親和的なのである。このことは、モー
ゲンソーが左派的な労働法学者に師事して
いたという事実の理解を容易にする。 

 本研究は、動態的国際法論を中心として、
戦後の国際法学においてはほとんど忘れら
れていた戦間期国際法学の思想世界を再構
成した。以上の六つの問題は、いずれもその
ような視角をとることによって初めて把握
可能となり、議論可能となったものといえる。
これらの問題を論じることで、本研究は、戦
間期国際法学の意義、戦間期に生まれた国際
政治学的思考の意義、そして、国際法学と国
際政治学的思考の関係を、根底から問い直し
たのである。 
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